
令和５年度第３回厚木市セーフコミュニティ推進委員会会議次第 

 

日時 令和６年３月 13 日（水） 

午前 10 時から 

場所 本庁舎３階 特別会議室 

 

 

１ 開   会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議  事 

(1) 今後のスケジュールについて  ……………………………………………資料１ 

 

 (2) セーフコミュニティ推進条例の点検について  ………………………   資料２ 

 

４ そ の 他 

 

 

５ 閉  会 

 

 



 

厚木市セーフコミュニティ推進委員会の会議等の公開に関する要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、厚木市セーフコミュニティ推進委員会（以下「委員会」という。）

の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会議の公開の基準） 

第２条 委員会の会議は、厚木市情報公開条例（平成13年厚木市条例第15号。以下「条例」

という。）第26条の規定により公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場

合は、当該会議を公開しないことができる。 

(1) 条例第７条各号に定める非公開情報に該当する事項を審議する場合 

(2) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に支障が生ずると認められる場合 

２ 前項の規定により非公開とする場合は、委員会の委員長（以下「委員長」という。）が

委員会に諮って決定する。 

（公開の方法等） 

第３条 委員会の会議の公開の方法等は、次のとおりとする。 

(1) 委員会の会議を公開で行う場合は、会議会場（以下「会場」という。）に傍聴席を設

けるものとする。 

(2) 傍聴人の定員は、５人以内とする。 

(3) 傍聴申出人が定員を超えた場合は、抽選で決定するものとする。 

２ 委員長は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認め

るときは、傍聴人に退席を命ずることができる。 

（開催日時等の周知） 

第４条 委員会の会議は、会議の開催日時、場所、議題、傍聴者の定員等を市政情報コーナ

ーに掲示するとともに、市ホームページに掲載し、周知に努めるものとする。 

２ 当該会議の開催の周知は、開催日のおおむね２週間前に行うものとする。 

（資料の配布及び閲覧） 

第５条 会議に提出した資料のうち、会議次第については傍聴者に配布するものとし、その

他の資料については委員長があらかじめ認めた場合に限り、会議入場時に貸与し、退出時

に返却させるものとする。 

（遵守事項） 

第６条 傍聴者の遵守事項は、次のとおりとする。 

(1) 委員長の許可なく会議の写真若しくはビデオの撮影又は録音をしないこと。 

(2) 委員会委員等の発言に対し、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。 



(3) その他委員会の秩序を乱したり、会議の妨げになるような行為をしないこと。 

（議事録の公開） 

第７条 委員会の議事録の公開は、会議の概要を要点筆記した議事録を作成し、それを市政

情報コーナーに備え置くことにより行うとともに、市ホームページに掲載し、周知に努め

るものとする。 

２ 市政情報コーナーに備え置く議事録には、会議資料を添付するものとする。ただし、条

例に定める非公開情報に該当すると判断される部分については、所要の措置を講じるもの

とする。 

３ 議事録等の公開期間は、公開を始めた日から１年間とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の公開に関する庶務は、セーフコミュニティ推進主管課が行う。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年７月２４日から施行する。 
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令和６年３月 日   

 

 

厚木市長 山口 貴裕 様 

 

 

 厚木市セーフコミュニティ推進委員会   

委 員 長  前 場 政 行      

職務代理  南 波 正 志      

委  員  潮 田 春 男      

委  員  曽 我 晶 子      

委  員  渡 邉 妙 子      

 

令和５年度厚木市セーフコミュニティ推進条例運用状況点検報告 

書について 

 

厚木市は、平成20年からセーフコミュニティの取組を始め、活動の推進を行

っています。平成24年には、日本で初となるセーフコミュニティに特化した条

例が制定され、令和３年には３回目の認証を取得しています。セーフコミュニ

ティの理念の下、本条例に基づき、市民と行政等との連携・協働によるセーフ

コミュニティ活動の継続性が確保されています。 

今年度、市民に対して実施した「安全・健康・コミュニティに関する調査」

では、居住地域が安心・安全だと思う人の割合が67.6％となり、平成20年度と

比較すると19.6ポイント増加しました。セーフコミュニティ活動の普及に伴い、

市民が安心・安全に生活することができています。 

厚木市セーフコミュニティ推進委員会では、本条例第８条の規定に基づく条

例の運用状況について点検を行った結果、別紙のとおり「令和５年度厚木市セ

ーフコミュニティ推進条例運用状況点検報告書」として取りまとめましたので

報告します。 
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厚木市セーフコミュニティ推進条例点検結果 

 

【市民の役割】 

第４条 市民は、事故、けが等の発生の予防に努めるとともに、セーフコミュ

ニティの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

２  市民は、セーフコミュニティを通じてお互いに知恵を出し合い、地域社会

における信頼関係及び絆
きずな

の強化並びに安全の質の向上を図るよう努めるも

のとする。 
 

１ 点検結果 □順調  ☑概ね順調  □不十分  □その他 

 

 

２ 意  見 

《検討を要する点及び改善が図られている点》 

(1) 防犯パトロールや愛の目運動、次世代を担う若者世代の

防犯啓発活動は、継続してきたことで充実し定着してきた。 

(2) 防災訓練の参加者については、大人世代が多く参加して

いる傾向にあり、若者世代への参加の呼びかけを工夫して

いく必要がある。開催時期に偏りがあるため、夜間や寒い

時期等、様々な場面を想定し、実施していくべきである。 

(3) 地区によっては、防災訓練の参加呼びかけを工夫してい

る。互いに情報共有を行い、より良い訓練を行うことが大

切である。 

(4) 活動には、市民全体の意識向上のため、組織の代表・担

当者だけでなく、より多くの方が参加できるよう工夫をし

ていくとよい。 
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【市の責務】 

第５条 市は、セーフコミュニティの推進に関する施策を策定し、及び実施

するものとする。 

２  市は、前項の施策の効果的な実施のため、市民が参加し、及び協働しや

すい体制の整備を図るとともに、市民が行うセーフコミュニティの推進に

関する活動に必要な支援を行うものとする。 

 

 

１ 点検結果 ☑順調  □概ね順調  □不十分  □その他 

 

 

２ 意  見 

《検討を要する点及び改善が図られている点》 

(1) 地域安心安全研修会の防犯の講座については、住

んでいる地区の犯罪発生状況を伝えることで、防犯

意識が高まり、地域のコミュニティの大切さを啓発

できる研修となっていることはよい。 

(2) 地域安心安全研修会では、住宅防火や予防救急と

いった新しい講座メニューを追加したことや、参加

者数が新型コロナウイルス感染症流行以前までに

水準が戻っていることは評価できる。今後も市民の

参加が増えていくとよい。 

(3) 方法・内容を工夫して様々な活動が行われてい

る。更に意識を高めるためには、幅広い世代、どの

ような立場の人も気軽に参加できる活動や研修に

していくとよい。 

(4) 安心・安全セーフコミュニティ推進地区指定式で

は、代表の２地区から活動状況が報告されたが、指

定されていない地区への啓発につながるため、継続

するとよい。 
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【基本計画】 

第６条  市長は、セーフコミュニティの推進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、セーフコミュニティの推進に関する基本的な計画（以

下「基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) セーフコミュニティの推進に関する基本的な方針 

(2) セーフコミュニティの推進に関する組織の整備 

(3) セーフコミュニティの推進に関する活動の促進及び支援 

(4) セーフコミュニティの推進に関する長期的及び継続的な取組 

(5) セーフコミュニティの推進のために行う事故、けが等の発生原因の科

学的検証及びその結果に基づく取組 

(6) セーフコミュニティの推進に関するネットワークの構築 

 

 

１ 点検結果 □順調  ☑概ね順調  □不十分  □その他 

 

 

２ 意  見 

《検討を要する点及び改善が図られている点》 

(1) 市内中小企業向け安全衛生研修会では、３年未

満の従業員を対象に行っており、職場に慣れてき

た時期に研修を行っていることはよい。 

(2) 対策委員会等の正副委員長による座談会は、他

の対策委員会との意見交換をすることができ、意

義がある。今後も座談会を開催するとよい。 

(3) 基本計画については、目標値があると成果や進

捗が分かりやすく、また目指すべき姿がイメージ

しやすいので、設定するとよい。 

(4) 外傷サーベイランス委員会での分析結果を各対

策委員会に報告していることは評価できる。 
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【推進体制】 

第７条  市は、セーフコミュニティを推進するための横断的安全推進組織と

して、厚木市セーフコミュニティ推進協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

２ 協議会の構成員、事業その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

３  市は、協議会のほか、別に定めるところにより、セーフコミュニティの

推進のために必要な組織を設けることができる。 

 

 

１ 点検結果 □順調  ☑概ね順調  □不十分  □その他 

 

 

２ 意  見 

《検討を要する点及び改善が図られている点》 

(1) 環境が複雑化し将来の予想がしにくい時代のた

め、その時代のニーズに対応できる対策委員会の

構成を考え直す機会があるとよい。 

(2) 様々な人が無理なく関わっていける組織となる

とよい。 
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【情報提供】 

第10条  市は、セーフコミュニティの推進に資するため、事故、けが等の発

生原因の科学的検証の結果及びその結果に基づく取組その他の必要な情報

を市民に対し適切に提供するものとする。 

 

 

１ 点検結果 □順調  ☑概ね順調  □不十分  □その他 

 

 

２ 意  見 

《検討を要する点及び改善が図られている点》 

(1) ＹｏｕＴｕｂｅによる啓発は、登録者数や再生

回数が増加し、注目されている活動である。今後、

ＳＮＳを通じた情報発信が大切になる。厚木市な

らではの取組を、他自治体に伝えていくとよい。 

(2)ＹｏｕＴｕｂｅによる啓発は、動画が繰り返し配

信されることで、記憶に刻まれる。以前の動画でも

配信を継続するとよい。 

(3) ＹｏｕＴｕｂｅや紙媒体による啓発は、大変充

実してきている。街中、公共施設、病院などに掲示、

展示するなど、能動的でなくても市民の目に入っ

てくるものを増やしていくとよい。 

(4) タウンニュースにも効果的にセーフコミュニテ

ィ活動が啓発されており、とてもよい。 
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令和５年度厚木市セーフコミュニティ推進委員会会議実績 

 

日時 場所 案件 

７月27日（木）

10：00～11：00 

本庁舎３階

特別会議室 

①委員長及び職務代理の選出について 

②厚木市セーフコミュニティ推進委員会の役割

について 

③セーフコミュニティ活動に係る今後のスケジ

ュールについて 

１月29日(月) 

10：00～11：20 

アミューあ

つぎ あつ

ぎ市民交流

プラザ  

６階602 

①今後のスケジュールについて 

②厚木市セーフコミュニティ推進条例運用状況

点検報告書（案）について 

３月13日（水）

10：00～10：30 

本庁舎３階

特別会議室 

①今後のスケジュールについて 

②セーフコミュニティ推進条例の点検について 

 

厚木市セーフコミュニティ推進委員会委員名簿(敬称略・順不同) 

 

委員任期：令和５年７月27日から令和７年７月26日まで 

№ 役職 氏名 選出区分 

1 委員長 前場 政行 有識者 

2 職務代理 南波 正志 市民公募 

3 委員 潮田 春男 有識者 

4 委員 曽我 晶子 有識者 

5 委員 渡邉 妙子 市民公募 
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○厚木市セーフコミュニティ推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市民の事故、けが等の発生の予防その他の地域社会の課題解決に資するた

め、セーフコミュニティを推進し、もって誰もが健康で安心して安全に暮らすことのできる良

好な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「セーフコミュニティ」とは、次条の基本原則の下に、人の一生にと

って最も大切な安全及び健康を不慮の事故等から守るとともに、より住みよい魅力的な地域社

会を創るための取組をいう。 

（基本原則） 

第３条 セーフコミュニティは、事故、けが等の発生は偶然の結果ではなく、その発生は予防で

きるという理念の下に、市民が連携し、及び協働して地域の実態に即し、推進されなければな

らない。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、事故、けが等の発生の予防に努めるとともに、セーフコミュニティの推進に関

する活動に協力するよう努めるものとする。 

２ 市民は、セーフコミュニティを通じてお互いに知恵を出し合い、地域社会における信頼関係

及び絆
きずな

の強化並びに安全の質の向上を図るよう努めるものとする。 

（市の責務） 

第５条 市は、セーフコミュニティの推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策の効果的な実施のため、市民が参加し、及び協働しやすい体制の整備を図

るとともに、市民が行うセーフコミュニティの推進に関する活動に必要な支援を行うものとす

る。 

（基本計画） 

第６条 市長は、セーフコミュニティの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、セーフコミュニティの推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定し

なければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) セーフコミュニティの推進に関する基本的な方針 

(2) セーフコミュニティの推進に関する組織の整備 

(3) セーフコミュニティの推進に関する活動の促進及び支援 

(4) セーフコミュニティの推進に関する長期的及び継続的な取組 

(5) セーフコミュニティの推進のために行う事故、けが等の発生原因の科学的検証及びその
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結果に基づく取組 

(6) セーフコミュニティの推進に関するネットワークの構築 

（推進体制） 

第７条 市は、セーフコミュニティを推進するための横断的安全推進組織として、厚木市セーフ

コミュニティ推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会の構成員、事業その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

３ 市は、協議会のほか、別に定めるところにより、セーフコミュニティの推進のために必要な

組織を設けることができる。 

（セーフコミュニティ推進委員会） 

第８条 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市セーフコミ

ュニティ推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。 

３ 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。 

４ 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

（評価等） 

第９条 市長は、委員会の意見を踏まえ、５年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評

価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

（情報の提供） 

第10条 市は、セーフコミュニティの推進に資するため、事故、けが等の発生原因の科学的検証

の結果及びその結果に基づく取組その他の必要な情報を市民に対し適切に提供するものとす

る。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条及び次項の規定は、平成25年４月１日

から施行する。 

（厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年厚木市条例第16号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（平24条例29・全改） 
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附 則（平成24年条例第29号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第６条、第８条並びに附則第３項及

び第４項の規定は、同年１月１日から施行する。 
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○厚木市セーフコミュニティ推進委員会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市セーフコミュニティ推進条例（平成24年厚木市条例第18号）第８条

第４項の規定に基づき、厚木市セーフコミュニティ推進委員会（以下「委員会」という。）の

組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 委員会の委員は、５人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) セーフコミュニティに関し、優れた識見を有する者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（秘密の保持） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、厚木市セーフコミュニティ推進条例主管課で処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 


